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第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

   「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成１９年法律第９４号）（以下「法」とい

う。）に定める、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健

全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査した。 

 

２ 審査の方法 

知事から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について  

審査した。 

審査に当たっては、 

（１）法令等に照らし財政指標の算出過程に誤りがないか 

（２）法令等に基づき適切な算出要素が財政指標の計算に用いられているか 

（３）財政指標の算定の基礎となった書類等が適正に作成されているか 

（４）客観的事実の妥当性を判断した上で財政指標の算定を行う場合において、公正な判断が行わ

れているか 

などに主眼を置き、決算諸表その他の帳簿及び証拠書類との照合等を行うとともに、関係部局から

説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

 ３ 審査の期間 

平成２６年７月２５日から同年９月３日まで 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 計数について 

審査に付された健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されてお

り、健全化判断比率は誤りのないものと認められる。 

 

第３ 健全化判断比率の状況 

    法は、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断する

ための指標として、健全化判断比率を定めている。 

都における平成２５年度の健全化判断比率は、表１のとおりであり、前年度と比較して実質公

債費比率は０．４ポイント、将来負担比率は１２．２ポイント減少している。 



 

（表１）健全化判断比率の状況                      

年度 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

２５ 
― 

（５．７４%） 

― 

（１０．７４%） 

０．６% 

（２５．０%） 

７３．２% 

（４００．０%） 

２４ 
― 

（５．６９%） 

― 

（１０．６９%） 

１．０% 

（２５．０%） 

８５．４% 

（４００．０%） 

増（△）減 ― ― △０．４ △１２．２ 

   （注） １ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字が生じていない場合、「―」と記載 

２ （ ）内の数値は、早期健全化基準値（地方公共団体の財政の状況が改善努力を

要するかどうかを判断する基準） 

 

 


